
 

 

 

 

 

《 資 料 １ 》 

 

下関市の介護保険の概要 
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１．下関市の介護保険の概要 

 

Ⅰ 介護給付と保険料の推移 

○保険者（下関市）は、３年を１期とする介護保険事業計画（以下計画とい

う）を策定し、保険料の見直しを行います。 

○保険料は、３年ごとに計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年

間を通じて財政均衡を保つように設定します。 

○介護給付費は、依然として増加傾向にありますが、第８期計画期間の令和

３年度から令和５年度においての介護保険料基準額は、第 7 期計画期間と

同額の月額５，５００円となる予定です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
期 

給付（総費用額）（単位：百万円） 保険料 

3,200 円 

3,980 円 

8,100 円 
程度 

6,500 円 
程度 

4,200 円 

4,200 円 

5,300 円 

5,300 円 

5,500 円 
（予定） 

H15改定 ▲2.3％ 

令和 7年度 

（2025年） 
27,959 

H17改定 ▲1.9％ 
H18改定 ▲0.5％ 

H21改定 ＋3.0％ 

H24改定 ＋1.2％ 

H27改定 ▲2.27％ 

5,500 円 

H30改定 ＋0.54％ 

～ 下関市の介護給付と保険料の推移 ～ 

※ 内は介護報酬の改定率。 

R03改定 ＋0.67％ 

第
２
期 

第
３
期 

第
４
期 

第
５
期 

第
６
期 

第
７
期 

第
８
期 

令和 22年度 

（2040年） 
27,741 
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○第８期保険料の上昇要因 

ⅰ）介護報酬の改定（０．６７％上昇）（４０円） 

ⅱ）地域密着型サービス（施設系）の充実（７円） 

ⅲ）認定者の増加によるサービス利用者の自然増分等（５１８円） 

ⅳ）準備基金取崩（△５６５円） 

 

Ⅱ 要介護度別の認定者数の推移 

○要介護（要支援）認定者数は、平成１７年度以降（合併後）の１６年間で

約１．４倍になりました。 

○令和２年度をピークとして、高齢者人口（６５歳以上人口）は減少に転じ

ることが見込まれています。 

○６５歳以上７５歳未満の前期高齢者、７５歳以上の後期高齢者の推移では、

前期高齢者数が平成２８年度をピークにすでに減少に転じているのに対し、

後期高齢者数は令和７年度（５４，３３８人）まで増加傾向が続きます。 

○このため、今後も認定者数及び認定率は増加することが見込まれています。 

 

 

 

 

 

 
※令和 3年度以降の推計値は令和 2年度の認定率より推計 

 

～ 下関市の要介護（要支援）認定者数及び認定率の推移 ～ 

要介護（要支援） 
認定者数（人） 

21,674人 
25.8％ 19,677人 

21.5％ 

要介護認定率 
（％） 
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Ⅲ 令和３年度介護報酬改定の概要 

○新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染症や災害へ

の対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが 75 歳以上となる 2025

年に向けて、2040 年も見据えながら、次のような視点からの報酬改定が行

われます。 

 

（１）感染症や災害への対応力強化 

ⅰ）日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進 

（２）地域包括ケアシステムの推進 

ⅰ）認知症への対応力向上に向けた取組の推進 

ⅱ）看取りへの対応の充実 

ⅲ）医療と介護の連携の推進 

ⅳ）在宅サービス、介護保険施設や高齢者住まいの機能・対応強化 

ⅴ）ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保 

ⅵ）地域の特性に応じたサービスの確保 

 

（３）自立支援・重度化防止の取組の推進 

ⅰ）リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化 

ⅱ）介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進 

ⅲ）寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進 

 

（４）介護人材の確保・介護現場の革新 

ⅰ）介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進 

ⅱ）テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和を通じた業務効率化・

業務負担軽減の推進 

ⅲ）文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進 

 

（５）制度の安定性・持続可能性の確保 

ⅰ）評価の適正化・重点化 

ⅱ）報酬体系の簡素化 
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Ⅳ 第８期介護保険事業計画の概要 
 

（１）基盤整備の目標 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

②認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

 

整備状況 
令和3年 
(2021年) 

4月1日時点 

第8期計画 

計 令和3年度 
(2021年度) 

令和4年度 
(2022年度) 

令和5年度 
(2023年度) 

整
備
量 

本庁東部 3(27)    3(27) 

本庁西部 3(36)    3(36) 

本庁北部 4(36)    4(36) 

彦島 3(45)    3(45) 

長府 2(27)  
1(18) 

 
7(90) 

東部 4(45)   

川中 2(27)  

1(18) 

 

9(117) 安岡・吉見 2(27)   

勝山・内日 4(45)   

菊川 3(36)    3(36) 

豊田 2(27)    2(27) 

豊浦 4(36)    4(36) 

豊北 2(18)    2(18) 

計 38(432)  2(36)  40(468) 

 

③看護小規模多機能型居宅介護 

第８期計画において看護小規模多機能型居宅介護事業所を１か所整

備します。令和２年度（2020 年度）末現在、看護小規模多機能型居宅

介護事業所は１か所のみのため整備圏域は定めず、下関市介護施設等

整備補助金の対象とします。 

 

 

整備状況 
令和3年 
(2021年) 

4月1日時点 

第8期計画 

計 令和3年度 
(2021年度) 

令和4年度 
(2022年度) 

令和5年度 
(2023年度) 

圏域定めず 1  1  2 

計 1  1  2 

 

 

整備状況 
令和3年 
(2021年) 

4月1日時点 

第8期計画 

計 令和3年度 
(2021年度) 

令和4年度 
(2022年度) 

令和5年度 
(2023年度) 

圏域定めず 6   1 7 

計 6   1 7 

【看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備目標】 
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④介護医療院 

第８期計画においては引き続き、既存の療養病床からの転換のみを認

めます。第８期計画期間中に６４床の介護療養病床からの転換が見込

まれています。 

 

（２）介護人材確保・定着に係る施策 

○介護サービス及び地域支援事業に携わる質の高い人材を、安定的に確保

するための取り組みが重要であり、今後さらなる高齢化が見込まれる中、

全国的に介護を担う人材の不足が課題となっています。 

○介護人材の確保・定着・育成に係る施策について、次のような取組を進

めます。 

 

ノーリフティングケア普及事業 

介護現場での移乗などの作業において、持ち上げたり、抱え上げたりせず、電

動リフト等の福祉用具を用いて介護者の負担軽減、要介護者の自立支援を図るノ

ーリフティングケアについて、普及啓発及び導入支援を行います。 

市外から介護保険サービス事業所等に就職する人への支援 

介護人材の不足に対応するため、市外から介護保険サービス事業所・施設に就

職する介護職に対する支援を行います。 

介護ロボット・ICT機器導入支援 

国や山口県が実施する介護ロボット・ICT 機器導入支援事業等の活用につい

て、的確に情報提供を行い、介護現場の革新や業務改善等による業務の効率化を

促進します。 

 地域の関係者と連携した取り組み 

市内の介護保険サービス事業所を運営する法人や関係機関・団体等との連携

により、魅力発信、新たな人材の参入促進、将来の担い手の育成等に取り組みま

す。 

生活支援の担い手育成や介護分野への関心を持つきっかけを作る取り組み（再掲） 

元気な高齢者等を対象として、介護予防や生きがいづくりの観点から、地域で

の生活支援の担い手としての活動への参画や介護の入門的研修等への参加につ

ながるような取り組みを進め、介護人材の確保を図ります。 
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人材確保・定着のための事業の情報提供 

介護保険サービス事業所等に就職するために必要な費用や資格取得に係る費

用の助成等、国や山口県が実施する人材確保・定着事業の活用を促進するため、

引き続き、市のホームページへの掲載や介護保険サービス事業者等に対するセミ

ナーの開催等の情報提供を行います。 

介護分野の文書の簡素化・標準化 

国の指針等に基づき、介護分野の文書の簡素化・標準化に取り組み、介護保険

事業者の事務量の軽減を図ります。 

 

○令和３年度 介護人材確保支援事業について【新規事業】 

下関市外から転入し、市内の介護サービス事業所に介護職として就職

する方へ向けた、転入費用及び引越費用を助成する介護人材確保支援事

業の実施を予定しています。（別紙チラシ参照） 

要項等、詳細が決まりましたら、市ホームページ等で周知する予定で

す。 
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 下関市外から市内の介護サービス事業所に

 介護職として就職する方へ、転入・

 引越費用を最大５０万円助成します。

補助金額 　※１人１回限り。また、他の類似した助成制度との併用はできません。

　・転入旅費　上限２０万円 　・引越費用　上限３０万円

　　　　　（１世帯あたり） 　　　　　（１世帯あたり）

　引越業者等に支払った費用、

　対象者及び同一世帯員の移転先 　家財道具の運搬のために利用した

　までの移転に係る交通費 　車両の燃料費・レンタル料・

　有料道路料金

対 象 者 　次のすべての要件を満たす方

※１　看護職等、他の業務と兼務する職員は対象外

手続の流れ ①　就職・引越

②　申　 　　請　　　　　次の書類を介護保険課へ提出（郵送または持参）

◇ 申請書（市ホームページに掲載）

◇ 補助対象経費の支払いを証する書類

◇ 住民票の写し（世帯全員のもの）

◇ 就業証明書（市ホームページに掲載）

◇ 誓約書（市ホームページに掲載）

③　審査・交付決定　　市で申請書を審査し、補助金の交付を決定します。

④　補助金交付　　　　 補助金請求書（市ホームページに掲載）を介護保険課へ提出

下関市で介護の仕事を始めてみませんか？
～令和３年度　介護人材確保支援事業　のご案内～

お問い合わせは下関市介護保険課庶務係（083-231-1162）へ

 下関市南部町１番１号　http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

就業した年の

年度末までに

申請を

・市内介護サービス事業所に介護職として就職※１

・就業開始日の２か月前～就業開始日の間に下関市に転入

（転勤・出向等による転入は除く。）

・就職する事業所を適用事業所とする社会保険の被保険者である

こと

・市内事業所に１年以上継続して勤務すること

補助要綱や申請様式等詳細が決まりま

したら、市ホームページ等で周知いた

します。

別紙


